
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で子どもを育てるために何ができるのか！みんなで考 

えていきましょう。 

「全体のつどい」第 1 回実行委員会開催 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

令和 元年 

９月号：1８８号 

「 地 域 の 子 

声かけ合って  見守って 」 

流山市青少年指導センターだより 
流山市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

青少年指導センター 

〒270-0153  流山市中 110 番地 

流山市生涯学習センター内 

TEL 04-7159-5400  FAX 04-7159-9887 

 ８月３１日（土）夏休みも残り２日となったこの日、流山市 

青少年社会環境浄化事業（青少年ふれあい運動）「全体のつど 

い」第１回実行委員会が開催されました。令和元年度の重点は 

「地域の大人として子ども達の健全な育成のために何ができる 

か」ということで、「地域で子どもを育てる」ということをテ 

ーマにして皆で考えていきます。平成２７年度から５年連続と 

なる「全体のつどい」ですが、この事業の活動内容や青少年の 

地域での様子など、多くの方に広く知ってもらうには良い機会 

となりました。しかし、地区の課題をじっくりと話し合う機会 

がなくなってしまったという反省も上がっていました。そこで 

来年度以降は以前行っていた「地区のつどい」に戻し、自分た 

ちの地区のことを話し合う機会を作る方向で考えているため、 

「全体のつどい」は今年度で一区切りつけることになりました。 

 第１回の実行委員会は、土曜日にも関わらず多くの実行委員 

の方々に参加していただきました。同委員会では、青少年店舗 

利用状況調査と全体のつどいの役割分担、第２回実行委員会な 

ど今後の取り組みについての計画立案を中心に行いました。 

こ調査において、店舗の方からの聞き取りを充 

実させるために、調査の店舗数を精査し、１店舗にかける時間 

を増やすことや、店舗に担当者をつけて個人で店舗を把握する 

など新たな取り組みを行っていきます。実行委員の中には早速その 

日のうちに店舗を訪れ、調査活動をした方もいたようです。 

 第２回実行委員会は地区ごとに行い、そこでまとめたものを１１月３０日（土）に開催する「全体のつど

い」で発表していきます。 

 流山市青少年指導センター補導員連絡協議会では 

年に１回、補導員としての資質向上を図ることを目 

的に「視察研修」を行っています。今年度は１０月 

１８日（金）に千葉県長生郡一宮町にある児童養護 

施設「一宮学園」の視察を計画し、参加者を募集し 

ています。その準備として８月２３日（金）に担当 

支部の支部長が予察に行ってきました。 

 一宮学園では副施設長の案内で施設の概要説明を受け、その後施設見学をしました。短時間ではありま

したが、副施設長から子ども達への熱い想い聞けたこと、そして入所している児童が副施設長をお父さん

のように慕う姿が印象に残りました。 

 なかなかできない経験だと思いますので、多くの補導員の方に参加していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 



元 年 8 月の補導活動の状況（統計資料）

（１）補導活動実施回数・補導従事者数等 単位：回、人

0 0 5 5 0 0 0 10
2 2 3 7 0 2 2 8
0 0 0 0 0 0
0 1 30 0 31 0 13 0
2 3 30 8 43 15 18

※特別パトは、職員のみで状況に応じて行うパトロール。
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中学校

令和元年度 青少年指導センターに寄せられた情報　【　８月　】

刑罰法令に触れる
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※夜遊び・・・夜間パトロール・納涼祭等パトロールにおいて、正当な理由なく外で遊んでいる青少年への声かけ。

合 計 0 410

※納涼祭パトロールは、6.7.8月に実施。
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高　校

薄　暮

対　象　者　別　
 　学　　　職　　　別　　　対　　　象　　　者

 児　童　・　生　徒　・　学　生

※街頭パトは、職員・補導員・教員によるパトロール。 支部パトは、補導員のみパトロール。

※納涼祭パトは、職員・補導員・教員・PTAによるパトロール。⇒納涼祭パトロールの数は、参加者合計人数(センター職員も含む)
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【相談電話専用】 04-7158-7830 もしくは 04-7158-7833
※ 月～金曜日、第３土曜日 ９：３０ ～ １６：３０ （第３水曜日を除く）

なくそう子どもの自殺
＜主な電話相談の窓口＞

■ チャイルドライン ０１２０－９９７７７７（無料）毎日午後４時から午後９時

■ ２４時間こどもSOSダイヤル（文部科学省）０１２０ー０７８３１０（無料）２４時

間受付

■ 子ども人権１１０番（法務省）０１２０－００７１１０（無料）平日午前8時半から

午後5時15分

《センターへ寄せられた情報（８月 計２件）》

つきまとい（１件） 盗撮（１件）


